
平
成
七
年
政
令
第
二
百
九
十
五
号

地
震
防
災
対
策
特
別
措
置
法
施
行
令

内
閣
は
、
地
震
防
災
対
策
特
別
措
置
法
（
平
成
七
年
法
律
第
百
十
一
号
）
第
三
条
第
一
項
第
七
号
及
び
別
表
第
一

の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
地
震
防
災
緊
急
事
業
に
係
る
政
令
で
定
め
る
医
療
機
関
）

第
一
条
　
地
震
防
災
対
策
特
別
措
置
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
一
項
第
七
号
の
政
令
で
定
め
る
医
療

機
関
は
、
国
及
び
地
方
公
共
団
体
の
救
急
医
療
の
確
保
に
関
す
る
施
策
に
協
力
し
て
、
休
日
診
療
若
し
く
は
夜
間

診
療
を
行
っ
て
い
る
病
院
又
は
救
急
医
療
に
係
る
高
度
の
医
療
を
提
供
し
て
い
る
病
院
（
こ
れ
ら
の
病
院
の
う

ち
、
国
、
独
立
行
政
法
人
労
働
者
健
康
安
全
機
構
、
独
立
行
政
法
人
国
立
病
院
機
構
、
国
立
研
究
開
発
法
人
国
立

が
ん
研
究
セ
ン
タ
ー
、
国
立
研
究
開
発
法
人
国
立
循
環
器
病
研
究
セ
ン
タ
ー
、
国
立
研
究
開
発
法
人
国
立
精
神
・

神
経
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー
、
国
立
研
究
開
発
法
人
国
立
国
際
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー
、
国
立
研
究
開
発
法
人
国
立
成

育
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー
、
国
立
研
究
開
発
法
人
国
立
長
寿
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー
、
国
立
大
学
法
人
法
（
平
成
十
五

年
法
律
第
百
十
二
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
国
立
大
学
法
人
及
び
医
療
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百

五
号
）
第
七
条
の
二
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
者
の
開
設
す
る
も
の
を
除
く
。
）
と
す
る
。

（
国
の
負
担
又
は
補
助
の
特
例
等
に
係
る
地
震
防
災
緊
急
事
業
に
係
る
交
付
金
等
）

第
二
条
　
法
第
四
条
第
三
項
の
政
令
で
定
め
る
交
付
金
は
、
次
に
掲
げ
る
交
付
金
と
す
る
。

一
　
次
世
代
育
成
支
援
対
策
推
進
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
交
付
金

二
　
義
務
教
育
諸
学
校
等
の
施
設
費
の
国
庫
負
担
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
八
十
一
号
）
第
十

二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
交
付
金

２
　
法
第
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
す
る
交
付
金
の
額
は
、
同
項
の
事
業
に
要
す
る
経
費
に
対
す
る
通
常
の

国
の
交
付
金
の
額
に
、
当
該
経
費
に
つ
い
て
同
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
を
適
用
し
た
と
す
る
な
ら
ば
国
が

負
担
し
、
又
は
補
助
す
る
こ
と
と
な
る
割
合
を
参
酌
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
を
加

算
す
る
方
法
に
よ
り
算
定
す
る
も
の
と
す
る
。

（
国
の
負
担
又
は
補
助
の
特
例
の
対
象
と
な
る
地
震
防
災
緊
急
事
業
に
係
る
消
防
用
施
設
等
）

第
三
条
　
法
別
表
第
一
の
政
令
で
定
め
る
消
防
用
施
設
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
耐
震
性
貯
水
槽

二
　
可
搬
式
小
型
動
力
ポ
ン
プ

三
　
小
型
動
力
ポ
ン
プ
付
積
載
車

四
　
海
水
等
利
用
型
消
防
水
利
シ
ス
テ
ム
（
長
距
離
送
水
を
行
う
た
め
必
要
な
大
型
消
防
ポ
ン
プ
自
動
車
、
消
防

用
ホ
ー
ス
延
長
車
及
び
消
防
用
ホ
ー
ス
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
）

五
　
救
助
工
作
車
、
救
急
自
動
車
そ
の
他
の
消
防
用
施
設
で
、
人
命
の
救
助
等
の
た
め
特
に
必
要
な
も
の
と
し
て

総
務
大
臣
が
定
め
る
も
の

２
　
法
別
表
第
一
の
政
令
で
定
め
る
公
立
の
診
療
所
は
、
当
該
公
立
の
診
療
所
の
存
す
る
地
域
の
医
療
機
関
の
設
置

状
況
、
人
口
及
び
交
通
条
件
を
勘
案
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の
と
す
る
。

３
　
法
別
表
第
一
の
防
災
行
政
無
線
設
備
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
施
設
又
は
設
備
は
、
防
災
行
政
無
線
施
設
又
は

防
災
行
政
無
線
設
備
と
す
る
。

４
　
法
別
表
第
一
の
井
戸
、
貯
水
槽
、
水
泳
プ
ー
ル
、
自
家
発
電
設
備
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
施
設
又
は
設
備

は
、
貯
水
槽
、
水
泳
プ
ー
ル
、
給
水
車
又
は
電
源
車
と
す
る
。

５
　
法
別
表
第
一
の
政
令
で
定
め
る
地
震
災
害
時
に
お
け
る
応
急
的
な
措
置
に
必
要
な
設
備
又
は
資
機
材
は
、
テ
ン

ト
、
担
架
そ
の
他
の
総
務
大
臣
が
定
め
る
も
の
と
す
る
。

附
　
則
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
法
の
施
行
の
日
（
平
成
七
年
七
月
十
八
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
六
月
七
日
政
令
第
三
〇
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
十
三
年
一
月
六
日
）
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
一
二
月
一
八
日
政
令
第
三
八
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
一
二
月
三
日
政
令
第
四
八
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
一
二
月
一
二
日
政
令
第
五
一
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
及
び
附
則
第
三
十
七
条
か
ら
第
五
十
九
条

ま
で
の
規
定
は
、
法
附
則
第
一
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
規
定
の
施
行
の
日
（
平
成
十
六
年
四
月
一
日
）
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
一
二
月
二
五
日
政
令
第
五
五
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
附
則
第
十
条
か
ら
第
三
十
四
条
ま
で
の
規
定
は
、

平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
四
月
一
日
政
令
第
一
二
八
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
三
月
三
一
日
政
令
第
一
五
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
首
都
圏
、
近
畿
圏
及
び
中
部
圏
の
近
郊
整
備
地
帯
等
の
整
備
の
た
め
の
国
の
財
政
上
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法

律
施
行
令
等
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

２
　
第
十
九
条
及
び
第
二
十
二
条
か
ら
第
二
十
五
条
ま
で
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
次
に
掲
げ
る
政
令
の
規
定
は
、

平
成
十
八
年
度
以
降
の
年
度
の
予
算
に
係
る
国
の
負
担
若
し
く
は
補
助
（
平
成
十
七
年
度
以
前
の
年
度
に
お
け
る

事
務
又
は
事
業
の
実
施
に
よ
り
平
成
十
八
年
度
以
降
の
年
度
に
支
出
さ
れ
る
国
の
負
担
又
は
補
助
及
び
平
成
十
七

年
度
以
前
の
年
度
の
国
庫
債
務
負
担
行
為
に
基
づ
き
平
成
十
八
年
度
以
降
の
年
度
に
支
出
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
た

国
の
負
担
又
は
補
助
を
除
く
。
）
又
は
交
付
金
の
交
付
に
つ
い
て
適
用
し
、
平
成
十
七
年
度
以
前
の
年
度
に
お
け

る
事
務
又
は
事
業
の
実
施
に
よ
り
平
成
十
八
年
度
以
降
の
年
度
に
支
出
さ
れ
る
国
の
負
担
又
は
補
助
、
平
成
十
七

年
度
以
前
の
年
度
の
国
庫
債
務
負
担
行
為
に
基
づ
き
平
成
十
八
年
度
以
降
の
年
度
に
支
出
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
た

国
の
負
担
又
は
補
助
及
び
平
成
十
七
年
度
以
前
の
年
度
の
歳
出
予
算
に
係
る
国
の
負
担
又
は
補
助
で
平
成
十
八
年

度
以
降
の
年
度
に
繰
り
越
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

一
か
ら
四
ま
で
　
略

五
　
地
震
防
災
対
策
特
別
措
置
法
施
行
令

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
三
月
三
一
日
政
令
第
一
五
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
国
の
補
助
金
等
の
整
理
及
び
合
理
化
等
に
伴
う
児
童
手
当
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
以
下
「
一
部
改
正
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十
八
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
八
月
三
日
政
令
第
二
三
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
十
九
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
二
年
三
月
二
五
日
政
令
第
四
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
六
月
二
五
日
政
令
第
二
二
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
三
月
一
八
日
政
令
第
七
四
号
）
　
抄

1



こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
三
月
二
五
日
政
令
第
七
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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